
〇障害児相談支援事業 

 

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定

後にサービス事業者等との連絡調整やサービス等利用計画の作成を行います。支給決定さ

れたサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い、サービス事業所等の利用調整等

を行います。 

 

〇精神障害者支援 

精神障害関係従事者養成研修等を終了した常勤の相談支援員を配置している。 

研修名：平成 30 年相談支援従事者専門コース「精神障害者支援」 

 

○要医療児者支援 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した常勤の相談支援員を配置している。 

研修名：医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

 

○強度行動障害支援 

強度行動障害支援者養成研修を修了した常勤の相談員を配置している。 

研修名：強度行動障害支援者養成研修 

 

〇高次脳機能障害支援 

高次脳機能障害支援者養成研修を修了した常勤の相談員を配置している。 

研修名：高次脳機能障害支援者養成研修 



 

 



 

 



 


